
 

第５３号議案 

 

 

   府中市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

平成３０年 ６ 月 ８ 日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

 市立府中駅北自転車駐車場の使用料に係る無料時間を設定するほか、所要の改

正を行うものであります。 
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   府中市立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 府中市立自転車駐車場条例（平成３年３月府中市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第７条第３号中「入場から出場までの時間」を「駐車時間」に改め、「当該入場

から」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項第３号に規定する使用期間について特に必要があると認めると

きは、これを変更することができる。 

 第８条、第９条及び第１６条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 別表第１の１府中市立府中駅北自転車駐車場の表中 

「 

一 時 使 用 １００円 

                      」 

を 

「 

時 間 使 用 
２４時間までごと 

につき１００円 

                      」 

に改め、同表に備考として次のように加える。 

 備考 駐車時間が２時間以内の時間使用に係る使用料は、無料とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。ただし、第４条及び第７条第３号の改正規定、同条に１項を

加える改正規定並びに第８条、第９条及び第１６条の改正規定は、公布の日から

施行する。 


